
　

広
島
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
島
県
知
事　

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

広
島
県
条
例
第
六
号

　
　
　

広
島
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例





　
第
七
条
中
「
県
民
生
活
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
薬
事
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

６
　
広
島
県
薬
事
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
広
島
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
福
祉
保
健
部
」
を
「
健
康
福
祉
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

７
　
広
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
広
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
中
「
総
務
部
」
を
「
総
務
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

８
　
広
島
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
条
例
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
中
「
総
務
部
」
を
「
総
務
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

９
　
広
島
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
年
広
島
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
福
祉
保
健
部
」
を
「
健
康
福
祉
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１０
　
広
島
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
都
市
部
」
を
「
都
市
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１１
　
広
島
県
職
業
能
力
開
発
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
七
条
中
「
商
工
労
働
部
」
を
「
商
工
労
働
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
開
発
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１２
　
広
島
県
開
発
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
第
七
条
中
「
都
市
部
」
を
「
都
市
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
の
一
部
改
正
）

１３
　
広
島
県
交
通
安
全
対
策
会
議
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。



　
第
五
条
中
「
県
民
生
活
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
公
害
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

１４
　
公
害
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
中
「
環
境
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１５
　
広
島
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
広
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
中
「
福
祉
保
健
部
」
を
「
健
康
福
祉
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１６
　
広
島
県
地
方
港
湾
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
第
九
条
中
「
空
港
港
湾
部
」
を
「
土
木
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１７
　
広
島
県
国
土
利
用
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
県
民
生
活
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

１８
　
広
島
県
土
地
利
用
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
広
島
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
中
「
県
民
生
活
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
と
向
上
を
促
進
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

１９
　
広
島
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
と
向
上
を
促
進
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
広
島
県
条
例
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
二
条
中
「
県
民
生
活
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
の
海
の
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２０
　
広
島
の
海
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
年
広
島
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
第
十
三
条
中
「
空
港
港
湾
部
」
を
「
土
木
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
環
境
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２１
　
広
島
県
環
境
審
議
会
条
例
（
平
成
六
年
広
島
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



　
第
八
条
中
「
環
境
部
」
を
「
環
境
県
民
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２２
　
広
島
県
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
福
祉
保
健
部
」
を
「
健
康
福
祉
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
生
活
衛
生
適
正
化
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２３
　
広
島
県
生
活
衛
生
適
正
化
審
議
会
条
例
（
平
成
十
二
年
広
島
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
福
祉
保
健
部
」
を
「
健
康
福
祉
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
土
地
収
用
事
業
認
定
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２４
　
広
島
県
土
地
収
用
事
業
認
定
審
議
会
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
六
条
中
「
土
木
部
」
を
「
土
木
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

２５
　
広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
五
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
九
条
中
「
総
務
部
」
を
「
総
務
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
総
合
計
画
審
議
会
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

２６
　
広
島
県
総
合
計
画
審
議
会
設
置
条
例
（
平
成
十
七
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
政
策
企
画
部
」
を
「
企
画
振
興
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２７
　
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例
（
平
成
十
八
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
五
条
中
「
福
祉
保
健
部
」
を
「
健
康
福
祉
局
」
に
改
め
る
。

（
広
島
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２８
　
広
島
県
公
益
認
定
等
審
議
会
条
例
（
平
成
十
九
年
広
島
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
総
務
部
」
を
「
総
務
局
」
に
改
め
る
。
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